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「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」 

（H15.７施行）の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 基本理念にのっとり 

【 国 】 

 ・安全性向上・安定供給確保に関する基本的・総合的施策の策定・実施 

 ・国内自給確保のための教育・啓発、適正使用に関する施策の策定･実

施等 

【 地方公共団体 】 

 ・献血に関する住民の理解、献血受入を円滑にするための措置 

【 採血事業者 】 

 ・献血受入の推進、安全性の向上・安定供給確保への協力、献血者等の

保護 

【 製造・輸入業者等 】 

 ・安全な血液製剤の安定的・適切な供給、安全性向上のための技術開発  

と情報収集・提供 

【 医療関係者 】 

 ・適正な使用、安全性に関する情報収集・提供 

 

 

 

 

血液事業に携わる 

 

関係者の責任を 

明確化 

 
（法第４条～第８条） 

 血液事業の運営方針となる 

基本理念を設定 

（法第３条） 

① 血液製剤の安全性の向上 

② 献血による国内自給の原則、安定供給の確保 

③ 適正使用の推進 

④ 血液事業運営に係る公正の確保と透明性の向上 

    法律内容にあわせ法律名を改正 

   「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（血液法） 平成15年７月30日施行 

 法律の目的を 

拡大（法第１条） 

・血液製剤の安全性の向上 

・安定供給の確保               ⇒   国民の保健衛生の向上 

・適正使用の推進 

《採血及び供血あつせん業取締法》 

・被採血者の保護と採血業の規制が主眼 

・昭和31年制定以降、実質的改正なし 

  「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（血液法）一部改正 令和２年９月１日施行 

〇主な改正点 
(1)科学技術の発展を踏まえた採血等の制限の緩和  

医療の発展に寄与する採血（血液由来iPS細胞を医薬品試験に活用する等）を認める。 

(2)採血業の許可基準の明確化  

採血業への新規参入者の予見可能性の確保及び献血者の保護を図るため、許可基準を明確化。 

(3)採血事業者のガバナンスを強化するための措置  

・採血業許可を採血所単位から事業者単位の規制にする 

・現場における採血業務を管理する責任者を法律に規定し、その責務を明確化する 

(4)採血が健康上有害であると認められる基準の制定 

 体温、血圧、脈拍について、採血が健康上有害であると認められる基準を定めた。 
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血液及び血液製剤について 
 

血液製剤とは… 

・ 人の血液を分離し、若しくは人の血液中の血漿たん白を分画精製して製造した

医薬品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血液製剤は、大きく分けて血漿分画製剤と輸血用血液製剤があります。 

 ・血漿分画製剤 

人血液から分離した血漿から、血漿たん白を分画精製したもの 

・輸血用血液製剤 

人血液若しくは人血液から分離した血球や成分を製剤化したもの 

 

製剤の種類 用     途 貯法 有効期間 

血漿分画

製剤 

アルブミン製剤 やけど、ショック 
室温 

禁凍結 
国家検定合格 

の日から２年間 

またはそれ以上 

グロブリン製剤 
重症感染症やある種の感染症の

予防治療、免疫機能低下時 

～10℃ 

禁凍結 

血液凝固因子製剤 血友病患者の治療等 
～10℃ 

禁凍結 

輸血用 

血液製剤 

赤血球成分製剤 
慢性貧血、外科手術前 ・中・後

の輸血時に使用 
２～６℃ 採血後 28日間 

血漿成分製剤 
凝固因子の欠乏による出血傾向

の際に使用 
-20℃以下 採血後１年間 

血小板成分製剤 
出血時や出血の危険性の高い場

合に出血予防のために使用 

20～24℃ 

要振とう 
採血後６日間 

全血製剤 
大量輸血時（現在ではほとん 

ど使用されていない） 
２～６℃ 採血後 21日間 
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感染症検査について 

 
１ 安全性に関する検査 

採血基準の検査と問診を経て採血された血液は、血液製剤としての安全性を確保

するため、感染症等のための検査が行われる。 
 
【血液センターが実施する主なウイルス検査】 

検 査 の 種 類（項 目） 検査項目数 

Ｂ型肝炎ウイルス検査（HBs 抗原 HBc 抗体＊） ２項目 

Ｃ型肝炎ウイルス検査（HCV 抗体） １項目 

ヒトＴリンパ球向性ウイルス１型検査（HTLV-1 抗体） １項目 

ヒト免疫不全ウイルス検査（HIV 抗体） １項目 

ヒトパルボウイルス B1検査（PVB19 抗原） １項目  

梅毒血清学的検査（梅毒抗体） １項目 

    ※これを判定するために、補助的に HBs 抗体検査も実施する。 

 

 

２ 検査で検出できない期間の存在 

  ウイルス検査にはウインドウピリオドと呼ばれる、検査に反応しない期間が存在

するため、検査で陰性であっても、ウイルス感染を完全に否定することができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主なウイルスのウインドウピリオド 

  ウイルスの種類 
抗原・抗体検査の 

ウインドウピリオド 

個別ＮＡＴの 

ウインドウピリオド 

Ｂ型肝炎ウイルス 約 59 日 約 21 日 

Ｃ型肝炎ウイルス 約 82 日 約３～５日 

エイズウイルス 約 22 日 約５日 

 



※ ６５歳以上の献血については、６０歳から６４歳の間に献血の経験がある方に限られます。
※  令和２年９月１日から、以下の健康診断基準が新たに追加されました。

ア　血圧：最高血圧が90mmHg以上180mmHg未満、最低血圧が50mmHg以上110mmHg未満であること。
イ　脈拍：安静を保った状態での脈拍が40回／分以上100回／分以下であること。
ウ　体温：37.5℃以上の発熱をしていないこと。

女性40ｋｇ以上

200mL献血

採血の主な基準

400mL献血

種　　類

女性18～54歳
成 分 献 血

血漿成分献血

血小板成分献血

男女とも50ｋｇ以上

年齢

16～69歳※

女性18～69歳※

18～69歳※

男性17～69歳※

体重

男性18～69歳※
男性45ｋｇ以上

男性12.5g/dL以上 女性12g/dL以上男性45ｋｇ以上 女性40ｋｇ以上

男性13g/dL以上 女性12.5g/dL以上

血色素量

12g/dL以上（赤血球指数が標準域にある女性は
11.5ｇ/dL以上)

12g/dL以上

献血ルーム 移動採血車

・定点献血 ・企業献血
・街頭献血 等・・・

献血ルーム
SAKURAMBO

地域住民

献血協力
全血献血 成分献血

・２００ｍL献血 ・血漿献血

受 診

治 療

国

基本計画策定
推進計画策定
安全性確保

安定供給確保
献血啓発

都道府県

推進計画策定
献血啓発
受入推進

市町村

献血啓発
受入推進

連携

啓発、依頼

山形県の血液事業のしくみ

啓発、依頼

○○病院

医療機関

一般社団法人
日本血液製剤機構

東北ブロック血液センター
行 政

輸血用血液製剤

・赤血球
・血漿
・血小板

血漿分画製剤

・アルブミン
・グロブリン
・凝固因子

原料血漿
（加工用）



【献血目標に対する達成状況】
（単位：人）

成分 400ｍＬ 200ｍＬ 計 成分 400ｍＬ 200ｍＬ 計

令和元年度 11,358 26,547 973 38,878 11,089 27,450 1,203 39,742 102.2%

令和２年度 13,183 27,050 807 41,040 12,906 27,526 1,009 41,441 101.0%

令和３年度 13,010 26,487 752 40,249 13,402 27,647 958 42,007 104.4%

令和４年度 12,928 26,576 666 40,170 13,308 27,769 985 42,062 104.7%

令和５年度 11,331 27,703 779 38,553 12,761 28,763 792 42,316 109.8%

令和６年度 11,519 26,686 642 38,847 12,469 27,923 765 41,157 105.9%

令和７年度 11,304 27,057 571 38,932

　【目標と実績】

献血目標 献血実績

　献血者確保状況（山形県）

年度別 達成率
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令和７年度献血功労団体顕彰事業について 

 

１ 概要 

  献血運動の推進に積極的に協力し、他の模範となる実績を示した団体等に対して顕

彰を行った。 

（１）日 時  令和７年７月 28 日（月） 

（２）会 場  県庁２階講堂 

（３）受賞団体 

厚生労働大臣表彰状 ２団体 

厚生労働大臣感謝状 ９団体 

山形県知事感謝状 15 団体 

 

２ 表彰等の種類及び基準 

（１）献血運動推進協力団体等厚生労働大臣表彰状 

・ 20 年以上献血に積極的に協力し、成分献血・400mＬ献血に積極的に協力し

ている団体 

・ 献血思想普及の広報活動等を積極的に行い、特に成分献血・400mＬ献血の

推進に多大な功績がある団体又は個人 

（２）献血運動推進協力団体等厚生労働大臣感謝状 

・ 10 年以上組織的に献血に協力している団体 

・ 献血思想普及の広報活動等を積極的に行っている団体又は個人 

（３）献血功労団体等知事感謝状 

・ 組織的に献血に協力し、実績が特に優秀で、他の模範となる団体 

・ 献血思想普及の広報活動を行い、献血運動の推進に寄与している団体又は

個人 
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令和７年度 献血功労団体表彰・感謝状受賞団体一覧 

 

◎厚生労働大臣表彰 
No. 総合支庁 市町村 受賞団体名 

１ 村山 山辺町 山形県立山辺高等学校 
２ 置賜 米沢市 ルネサスエレクトロニクス株式会社 米沢工場 

 

◎厚生労働大臣感謝状 

No. 総合支庁 市町村 受賞団体名 
１ 村山 上山市 上山ライオンズクラブ 

２ 村山 天童市 株式会社 デンソーFA 山形 

３ 村山 山形市 山形県立山形南高等学校 

４ 村山 村山市 山形県建設業協会村山支部青年部 

５ 最上 舟形町 舟形町消防団 

６ 置賜 米沢市 サクサテクノ株式会社 

７ 置賜 高畠町 株式会社小森マシナリー 

８ 庄内 鶴岡市 山形日産自動車販売株式会社 

９ 庄内 酒田市 株式会社アライドマテリアル酒田製作所 

 

◎山形県知事感謝状 
No. 総合支庁 市町村 受賞団体名 

１ 村山 山形市 トヨタカローラ山形株式会社 
２ 村山 山形市 山形市農業協同組合 
３ 村山 上山市 株式会社片桐製作所 
４ 村山 尾花沢市 株式会社ミツワ鐵工  
５ 村山 山形市 株式会社ハッピージャパン 
６ 村山 山形市 山形日産自動車株式会社本社店 
７ 村山 山形市 黒澤建設工業株式会社 
８ 村山 山形市 山形県土地改良事業団体連合会 
９ 最上 新庄市 山形県立新庄神室産業高等学校 
10 最上 新庄市 山形東亜ＤＫＫ株式会社 
11 置賜 南陽市 株式会社ヤマザワ 南陽店 
12 置賜 南陽市 株式会社ヨークベニマル 南陽店 
13 置賜 飯豊町 道の駅いいで めざみの里観光物産館 
14 置賜 米沢市 道の駅米沢 
15 庄内 酒田市 医療法人宏友会うらら 

 （順不同・敬称略） 


